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介護老人保健施設まいえ 入所利用約款

（約款の目的） 

第１条 介護老人保健施設まいえ（以下「当施設」という。）は、要介護状態と認定された

利用者（以下単に「利用者」という。）に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用

者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするととも

に、利用者の居宅における生活への復帰を目指した介護保健施設サービスを提供し、

一方、利用者及び利用者の身元引受人は、当施設に対し、そのサービスに対する料金

を支払うことについて取り決めることを、本約款の目的とします。 

（適用期間） 

第２条 本約款は、利用者が介護老人保健施設入所利用同意書を当施設に提出したのち、令

和２年４月１日以降から効力を有します。但し、利用者の身元引受人に変更があった

場合は、新たな身元引受人の同意を得ることとします。 

（身元引受人） 

第３条 利用者は、次の各号の要件を満たす身元引受人を立てます。但し、利用者が身元引

受人を立てることができない相当の理由がある場合を除きます。 

① 行為能力者（民法第２０条第１項に定める行為能力者をいいます。以下同じ。）で

あること 

② 弁済をする資力を有すること

  ２ 身元引受人は、利用者が本約款上当施設に対して負担する一切の責務を極度額１０

０万円の範囲内で、利用者と連帯して支払う責任を負います。 

  ３ 身元引受人は、前項の責任のほか、次の各号の責任を負います。 

① 利用者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続が円滑に進行するように

協力すること。 

  ②入所利用が解除若しくは終了した場合の残置物の引取り等の処置、又は利用者が死亡

した場合の遺体の引取をすること。但し、遺体の引取について、身元引受人と別に祭

祀主催者がいる場合、当施設は祭祀主催者に引き取っていただくことができます。 

  ４ 身元引受人が第１項各号の要件を満たさない場合、又は当施設、当施設の職員若し

くは他の入所者等に対して、窃盗、暴行、暴言、誹謗中傷その他の背信行為又は反社

会的行為を行った場合、当施設は、利用者及び身元引受人に対し、相当期間内にその

身元引受人に代わる新たな身元引受人を立てることを求めることができます。但し、

第１項但書の場合はこの限りではありません。 

  ５ 身元引受人の請求があったときは、当施設は身元引受人に対し、当施設に対する利

用料金の未払い、これに対する利息及び賠償すべき損害の有無並びにこれらの残額及

び支払期が到来しているものの額に関する情報を提供します。 

（利用者からの解除） 

第４条 利用者は、当施設に対し、退所の意思表明をすることにより、本約款に基づく入所

利用を解除することができます。 

  ２ 身元引受人も前項と同様に入所利用を解除することができます。但し、利用者の利
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益に反する場合は、この限りではありません。 

 

（当施設からの解除及び入院又は入所による終了） 

第５条 当施設は、利用者及び身元引受人に対し、次に掲げる場合には、本約款に基づく入

所利用を解除することができます。 

① 利用者が要介護認定において自立又は要支援と認定された場合 

② 当施設において定期的に実施される入所継続検討会議において、退所して居宅 

  において生活ができると判断された場合 

③ 利用者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当施設での適切な介護老人保健施設

サービスの提供を超えると判断された場合 

④ 利用者が、本約款に定める利用料金を２か月分以上滞納し、その支払を督促した

にもかかわらず７日間以内に支払われない場合 

⑤ 利用者が、当施設、当施設の職員又は他の入所者等に対して、窃盗、暴行、暴言、

誹謗中傷その他の利用継続が困難となる程度の背信行為又は反社会的行為を行っ

た場合 

⑥第３条第４項の規定に基づき、当施設が新たな身元引受人を立てることを求めたに

もかかわらず、新たな身元引受人を立てない場合。但し、利用者が新たな身元引受

人を立てることができない相当の理由がある場合を除く。 

⑦ 天災、災害、施設・設備の故障その他やむを得ない理由により、当施設を利用さ

せることができない場合 

２ 利用者が病院に入院または他の施設に入所した場合、本約款に基づく入所利用は

終了します。 

 

（利用料金） 

第６条 利用者及び身元引受人は、連帯して、当施設に対し、本約款に基づく介護老人保健

施設サービスの対価として、別紙２の利用単位ごとの料金をもとに計算された月ごと

の合計額及び利用者が個別に利用したサービスの提供に伴い必要となる額の合計額

を支払う義務があります。但し、当施設は、利用者の経済状態等に変動があった場合、

上記利用料金を変更することがあります。 

２ 当施設は、その月の利用料金合計額の請求書及び明細書を翌月１０日までに作成

し、利用者、身元引受人又は利用者若しくは身元引受人が指定する者は、連帯して当

施設に対し、当該合計額を翌月の１０日から２０日までに支払うものとします。なお、

支払いの方法は別途話し合いの上、双方合意した方法によります。 

３ 当施設は、利用者又は身元引受人から、第１項に定める利用料金の支払いを受けた

ときは、利用者、身元引受人又は利用者若しくは身元引受人の指定する者に対して、

領収書を発行します。 

 

（記録） 

第７条 当施設は、利用者の介護老人保健施設サービスの提供に関する記録を作成し、その

記録を利用終了後２年又は５年間は保管します。 

２ 当施設は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、原則として、必要
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な実費を徴収のうえ、これに応じます。 

３ 当施設は、身元引受人が第１項の記録の閲覧、謄写を求めたときは、閲覧、謄写を

必要とする事情を確認して当施設が必要と認める場合に限り、必要な実費を徴収のう

え、これに応じます。但し、利用者が身元引受人に対する閲覧、謄写に反対する意思

を表示した場合その他利用者の利益に反するおそれがあると当施設が認める場合は、

閲覧、謄写に応じないことができます。 

４ 前項は、当施設が身元引受人に対して連帯保証責務の履行を請求するために必要な

場合は適用されません。 

５ 当施設は、利用者及び身元引受人以外の親族が第１項の記録の閲覧、謄写を求めた

ときは、利用者の承諾がある場合に限り、必要な実費を徴収のうえ、これに応じます。

但し、利用者の利益に反するおそれがあると当施設が認める場合は、閲覧、謄写に応

じないことができます。 

 

（身体の拘束等） 

第８条 当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を行ないません。但し、自傷他害の恐

れがある等緊急やむを得ない場合は、施設管理者又は施設長が判断し、身体拘束その

他利用者の行動を制限する行為を行うことがあります。この場合には、当施設の医師

がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診

療録に記載することとします。 

 

（秘密の保持及び個人情報の保護） 

第９条 当施設とその職員は、当法人の個人情報保護方針に基づき、業務上知り得た利用者、

身元引受人又は利用者若しくは身元引受人の親族に関する個人情報の利用目的を別紙

３のとおり定め、適切に取り扱います。また正当な理由なく第三者に漏らしません。

但し、例外として次の各号については、法令上、介護関係事業者が行うべき義務とし

て明記されていることから、情報提供を行なうこととします。 

    ① サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等 

    ② 居宅介護支援事業所（地域包括支援センター〔介護予防支援事業所〕）等との     

連携 

    ③ 利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村     

への通知 

    ④ 利用者に病状の急変が生じた場合等の主治の医師への連絡等 

    ⑤ 生命・身体の保護のため必要な場合（災害時において安否確認情報を行政に提     

供する場合等） 

  ２ 前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとします。 

 

（緊急時の対応） 

第 10条 当施設は、利用者に対し、施設医師の医学的判断により対診が必要と認める場合、

協力医療機関又は協力歯科医療機関での診療を依頼することがあります。 

２ 当施設は、利用者に対し、当施設における介護老人保健施設サービスでの対応が困

難な状態、又は、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、他の専門的機関を紹介



- 4 - 

します。 

３ 前２項のほか、入所利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、当施設は、利用

者、身元引受人又は利用者若しくは身元引受人が指定する者に対し、緊急に連絡しま

す。 

 

（事故発生時の対応） 

第 11 条 サービス提供等により事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置   

を講じます。 

  ２ 施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医   

療機関、協力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼します。 

  ３ 前２項のほか、当施設は利用者の身元引受人又は利用者若しくは身元引受人が指定

する者及び保険者の指定する行政機関に対して速やかに連絡します。 

 

（要望又は苦情等の申出） 

第 12条 利用者、身元引受人又は利用者の親族は、当施設の提供する介護老人保健施設サー

ビスに対しての要望又は苦情等について、担当支援相談員（石田優一朗）に申し出る

ことができ、又は、備付けの用紙、管理者宛ての文書で所定の場所に設置する「ご意

見箱」に投函して申し出ることができます。 

 

（賠償責任） 

第 13条 介護老人保健施設サービスの提供に伴って当施設の責に帰すべき事由によって、利

用者が損害を被った場合、当施設は、利用者に対して、損害を賠償するものとします。 

２ 利用者が利用料金の滞納、または施設設備・備品の破損等、当施設に損害を与えた

場合、利用者及び身元引受人は、連帯して当施設に対してその損害を賠償するものと

します。 

 

（利用契約に定めのない事項） 

第 14条 この約款に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところに

より、利用者又は身元引受人と当施設が誠意をもって協議して定めることとします。 

 

(転棟・転室) 

第 15条 当施設は医療、介護上等の理由により、利用者の転棟・転室を要請する事が 

     あります。 

 

 (私物管理) 

第 16条 当施設に私物管理を依頼される場合は、紛失や破損についてご理解頂きご依頼 

     くださるようにお願いします。万一紛失や破損が起こった場合、当施設では責任を 

     負いかねます。利用者の状態や安全対策上の理由で、私物管理をお断りするケース   

     もございますのでご了承ください。 
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共通 ＜別紙１＞ 

 

介護老人保健施設まいえのご案内 

（令和７年８月１日現在） 

１．施設の概要 

（１）入所定員等  ・定員９６名（うち認知症専門棟 ０名） 

  ・療養室  個室…６室、２人室…９室、４人室…１８室 

 

（２）看護職員と介護職員の勤務状況 

 

 看護職員 介護職員 

 日    勤（午前８時３０分～午後５時） ４名～６名 １０名～１２名 

 休日日勤     （午前８時３０分～午後５時） ２名 ５名 

 夜   勤（午後４時３０分～午前９時） １名 ３名 

 

 

２．サービス内容 

 ① 施設サービス計画の立案 

 ②  短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）計画の立案 

  ③  食事（食事は原則として食堂でおとりいただきます）                             

        朝食  午前８時００分～                                

       昼食 午後１２時３０分～  

     夕食 午後６時００分～                                

 ④  入浴（入所利用者は、週に最低２回ご利用いただきます。ただし、利用者の身体の状

況に応じて清拭となる場合があります。 

 ⑤  医学的管理・看護                                   

 ⑥  介護（退所時の支援も行います）                                               

 ⑦  リハビリテーション                             

 ⑧  相談援助サービス 

 ⑨ 栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理                           

 ⑩  理美容サービス                                                               

 ⑪  行政手続代行 

 ⑫ その他                                                                       

   ＊これらのサービスのなかには、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただ

くものもありますので、具体的にご相談ください。 

 

３．協力医療機関等 

  当施設では、下記の医療機関・歯科医療機関に協力いただき、利用者の状態が急変した 

場合等には、速やかに対応をお願いするようにしています。 
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  ・協力医療機関      

 ・名 称 ナカムラ病院 

     ・住 所  広島市佐伯区坪井三丁目８１８番地の１ 

 ・名 称 五日市記念病院 

     ・住 所  広島市佐伯区倉重一丁目９５番地 

          ・名 称 石原脳神経外科病院 

     ・住 所  広島市佐伯区五日市七丁目４番２４号 

  ・協力歯科医療機関 

     ・名 称  ナカムラ病院 

     ・住 所  広島市佐伯区坪井三丁目８１８番地の１ 

◇緊急時の連絡先 

 なお、緊急の場合には、「同意書」にご記入いただいた連絡先に連絡します。 

 

４．非常災害対策 

  ・防災設備 

    避難階段、避難口、防火戸・防火シャッター、屋内消火栓、スプリンクラー、 

     自動火災報知設備、避難器具（すべり台、援助袋）、誘導灯および誘導標識、 

非常電源設備、カーテン・布製プランイド等の防火性能… 全て整備 

  ・防災訓練  年２回 

 

５．要望及び苦情等への対応体制と手順 

 当施設には支援相談の専門員として支援相談員が勤務していますので、お気軽にご相 

談ください。 （電話０８２－９２１－９１２３） 

  要望や苦情等は受け付けた後、その内容により適正な苦情対応担当者を管理者が決定し 

ます。苦情対応担当者が「苦情対応記録票」を作成し、検討会議または運営会議を通じて 

多職種で対応方針を協議・決定し、ご利用者へ対応します。 

 

６．その他 

    当施設についての詳細は、パンフレットを用意してありますので、ご請求ください。 



                                      

 

    ＜別紙２＞ 

  

利 用 者 負 担 説 明 書 

                                  2025年 8月 1日 

 

  介護老人保健施設をご利用される利用者さまのご負担は、介護保険（及び介護予防）の給

付にかかる通常１割の自己負担分と保険給付対象外の費用（居住費、食費、利用者の選択に

基づく特別な療養室及び特別な食費、日常生活で通常必要となるものに係る費用や、理美容

代、レクリエーション等で使用する材料費、診断書等の文書作成費等）を利用料としてお支

払いいただく２種類があります。 

  なお、介護保険（及び介護予防）の保険給付の対象となっているサービスは、利用を希望

されるサービス（入所、（介護予防）短期入所療養介護）ごとに異なります。 

  また、利用者さま負担は全国統一料金ではありません。介護保険（及び介護予防）給付の

自己負担額は、施設の所在する地域（地域加算）や配置している職員の数、また、認知症専

門の施設（認知症専門棟加算）で異なりますし、利用料も施設ごとの設定となっております。

当施設の利用者負担につきましては、次頁以降をご参照下さい。 

 介護保険には大きくわけて、入所をして介護保険を利用する施設サービスと、在宅にいて

種々のサービスを受ける居宅サービス（及び介護予防のサービス）がありますが、それぞれ

利用方法が異なっています。 

  施設サービスを希望される場合は、直接施設にお申し込みいただけますが、（介護予防）

短期入所療養介護は、原則的に利用に際しては、居宅支援サービス（介護予防サービス）計

画（ケアプラン）を作成したあとでなければ、保険給付を受けることができませんので注意

が必要です。また、加算対象のサービスも、居宅支援サービス（介護予防サービス）計画に

記載がないと保険給付を受けられませんので、利用を希望される場合は、居宅支援サービス

（介護予防サービス）計画に記載されているか、いないかをご確認ください。 

  各サービス計画は、居宅介護支援事業所（介護予防支援事業者〔地域包括支援センター〕

に作成依頼することもできます。 

  詳しくは、介護老人保健施設の担当者にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ａ 入所の場合の利用者負担額 

 

１ 保険給付の自己負担額 

  施設サービス費／１日（地域加算を含みます。） 

 

＊ 初期加算（１日につき） 

 Ⅰ 急性期医療機関の一般病棟への入院後３０日以内に退院し介護老人保健施設に入所 

した時、空床情報について、地域医療情報連携ネットワーク等を通じ、地域の医療機 

関に定期的に情報共有し、当該施設のウエブサイトに定期的に公表するとともに、急 

性期医療機関の入退院支援部門に対し情報共有を行っている場合 

              ６３円（２割負担の場合１２６円、３割負担の場合１８９円） 

  Ⅱ 入所した日から起算して３０日以内の期間について加算されます。 

３２円（２割負担の場合６３円、３負担の場合９４円）加算されます。 

 

＊ 外泊時費用（１日につき ６日間を限度）                           

外泊された場合には、上記サービス費に代えて 

   ３７９円（２割負担の場合７５７円、３割負担の場合１,１３５円）となります。 

   ただし、外泊の初日と施設に戻られた日は、入所日同様の扱いとなり、外泊扱いに   

なりません。 

 

＊ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）（１日につき） 

   介護職員の総数に対して、介護福祉士が６０％以上配置されている場合 

   ２３円（２割負担の場合４６円、３割負担の場合６９円）加算されます。 

 

＊ 介護職員等処遇改善加算（ⅳ）（1月につき） 

   介護職員の安定的な処遇改善を図るための環境設備とともに、介護職員の賃金改善を

目的として創設された加算です。 

   請求書兼領収書の「介護サービス費内訳」の合計単位数×４．４％(１ヶ月)が加算さ

れます。 

 

 

 
個  室 

２人・４人部屋 

２人・４人部屋 

《１割負担》 《２割負担》 《３割負担》 《１割負担》 《２割負担》 《３割負担》 

要介護１ ８２４円 １，６４７円 ２，４７１円 ９１１円 １，８２１円 ２，７３１円 

要介護２ ９０２円 １，８０４円 ２，７０６円 

 

円 

９９０円 １，９８０円 ２，９６９円 

要介護３ ９７０円 １，９４０円 ２，９１０円 １，０６０円 ２，１２０円 ３，１７９円 

要介護４ １，０３０円 ２，０５９円 ３，０８８円 １，１２１円 ２，２４１円 ３，３６１円 

要介護５ 
 

１，０８７円 
 
２，１７４円 

 
３，２６１円 １，１７６円 

 
２，３５２円 ３，５２７円 



＊ 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) (１日につき) 

    在宅復帰・在宅療養支援の基準(在宅復帰率・在所日数・要介護度等)を満たした介護 

老人保健施設の場合 

    ５４円(２割負担の場合１０７円、３割負担の場合１６０円)加算されます。 

 

＊ 協力医療機関連携加算（１月につき） 

 【協力医療機関３要件】 

 ① 利用者様の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応行う体制を 

常時確保していること。 

 ② 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。 

 ③ 利用者の症状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その 

他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた利用者の入院を原則と 

して受け入れる体制を確保していること 

 

・（1）要件を満たしている協力医療機関の場合 

１０５円（２割負担の場合２０９円、３割負担の場合３１４円）*令和６年まで 

５３円（２割負担の場合１０５円、３割負担の場合１５７円）*令和７年～ 

・（2）それ以外の協力医療機関の場合 

 ６円（２割負担の場合１１円、３割負担の場合１６円） 

 

 

 

＊ 高齢者施設等感染対策向上加算（１月につき） 

 Ⅰ 第二種協定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保し感染 

症の発生時等に協力医療機関と連携し適切に対応している場合 

 １１円（２割負担の場合２１円、３割負担の場合３２円） 

 Ⅱ ３年に１回以上施設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けて 

いる場合 

 ６円（２割負担の場合１１円、３割負担の場合１６円） 

 

＊ 認知症チームケア推進加算（１月につき） 

   認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の早期対応するための取り組みを推進する 

加算。 

Ⅰ,１５７円（２割負担の場合３１４円、３割負担の場合４７１円） 

Ⅱ,１２６円（２割負担の場合２５１円、３割負担の場合３７７円） 

 

＊ 所定疾患施設療養費（Ⅱ）（１日につき） （１月に１回、連続する１０日を限度） 

   肺炎、尿路感染、帯状疱疹、蜂窩織炎、慢性心不全の急性増悪により治療を必要とし

た利用者さまに対し投薬、検査、注射、処置等を行った場合 

  ５０２円（２割負担の場合１，００４円、３割負担の場合１，５０５円）加算されます。 



＊ 緊急時施設療養費（１日につき）（１月に１回、連続する３日を限度） 

       利用者さまの容体が急変した場合等、緊急時に所定の対応を行った場合 

５４２円（２割負担の場合１，０８３円、３割負担の場合１，６２４円） 

加算されます。 

 

＊ 安全対策体制加算（入所時に１回） 

   外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し組織的に安全 

対策を実施する体制が整備されている場合 

２１円（２割負担の場合４２円３割負担の場合６３円）加算されます。 

 

＊ 若年性認知症入所者受入加算（Ⅰ）（１日につき）＜６５歳未満の方のみ＞ 

   若年性認知症と医師が判断した利用者さまに対し、個別に担当者を定め、その利用者

さまの特性やニーズに応じたサービスを提供した場合 

１２６円（２割負担の場合２５１円、３割負担の場合３７７円）加算されます。 

 

＊ 認知症行動・心理症状緊急対応加算（１日につき）（利用開始日から起算して７日を限度） 

    利用者さまについて認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難 

であり、緊急に介護保険施設サービスを利用することが適当であると医師が判断した 

場合２０９円（２割負担の場合４１８円、３割負担の場合６２７円）加算されます。 

 

＊ 認知症専門ケア加算（１日につき） 

   認知症介護実践リーダー研修修了者を認知症高齢者の自立度Ⅲ以上の者が２０名未満 

１名以上、１９を超え端数を増すごとに１名加えて得た数以上を配置し、専門的な認 

知症ケアを実施した場合   

４円（２割負担の場合７円、３割負担の場合１０円）加算されます。 

 

＊ ターミナルケア加算（１日につき） 

   医師、看護師、介護職員等が協働して、利用者さまの状態またはご家族の求め等に応 

じ随時説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われた場合、次の料金のいずれか 

が加算されます。 

亡くなられた日  

１，９８６円（２割負担の場合３，９７１円、３割負担の場合５，９５７円） 

 

亡くなられた日以前２日又は３日    

９５１円（２割負担の場合１，９０２円、３割負担の場合２，８５３円） 

亡くなられた日以前４日以上３０日以下 

        １６８円（２割負担の場合３３５円、３割負担の場合５０２円） 

亡くなられた日以前３１日以上４５日以下 

         ７６円（２割負担の場合１５１円、３割負担の場合２２６円） 

 



◆ 施設側が栄養管理に関わる体制を整えた場合、下記の料金が加算されます。 

 

＊ 療養食加算（１食につき） 

   医師の食事せんに基づく腎臓病食や糖尿病食などの提供を行った場合 

                           ７円（２割負担の場合１３円、３割負担の場合１９円） 

 

＊ 経口移行加算（１日につき） 

   経管により食事を摂取している利用者さまについて、経口摂取を進めるために、医師 

の指示に基づく栄養管理を行った場合 

      ３０円（２割負担の場合５９円、３割負担の場合８８円） 

 

＊ 経口維持加算（１月につき） 

   経口で食事が摂取できるものの摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる方に対し、他 

職種協働により摂食・嚥下機能に配慮した経口維持計画を作成し、計画に従い特別な

管理を行った場合に加算されます。 

 Ⅰ 著しい誤嚥が認められる方を対象に行った場合        ４１８円 

（２割負担の場合８３６円、３割負担の場合１，２５４円） 

Ⅱ 誤嚥が認められる方を対象に行った場合            １０５円 

                （２割負担の場合２０９円、３割負担の場合３１４円） 

    

◆ 制度の目的に沿って質の評価やデータ活用を行いながら科学的に効果が裏付けられた質 

の高いサービスの提供を行った場合、下記の料金が加算されます。 

* 科学的介護推進体制加算 

   ＬＩＦＥ(※１)へのデータ提出とフィードバックの活用によりＰＤＣＡサイクル 

(※２)の推進とケアの質の向上を図る取り組みを行った場合 

  Ⅰ 入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を提出した場合 

            ４２円（２割負担の場合８４円、３割負担の場合１２６円） 

 Ⅱ Ⅰに加えて疾病の状況や服薬情報等の情報を提出した場合 

６３円（２割負担の場合１２６円、３割負担の場合１８９円） 

※１ ＬＩＦＥとは 

介護の質を高めるため、施設が利用者のケア情報を国のデータベース(科学的介護情報シス

テム)に提出し、分析結果のフィードバックを受ける仕組みです。 

※２ ＰＤＣＡサイクルとは 

「計画(Plan)→実行(Do)→評価(Check)→改善(Act)」を繰り返して、ケアの内容をより良

くしていく取り組み方法です。 

 

＊ リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（１月につき） 

   リハビリテーションのデータを提出しフィードバックを受けてＰＤＣＡサイクルを推 

   進した場合３５円（２割負担の場合６９円、３割負担の場合１０４円） 

 



＊  褥瘡マネジメント加算（１月につき、３月１回を限度） 

 Ⅰ 褥瘡の発生リスクについて施設入所時等に医師、看護師、管理栄養士、介護職員、介

護支援専門員その他の職種の者が共同し褥瘡ケア計画を作成し、三月に一回評価を行

いデータ提出とフィードバックを受けてＰＤＣＡサイクルを推奨した場合 

４円（２割負担の場合７円、３割負担の場合１０円） 

 Ⅱ 褥瘡の発生リスクがあるとされたが褥瘡の発生がなかった場合 

１４円（２割負担の場合２７円、３割負担の場合４１円） 

＊ 排せつ支援加算（1月につき） 

Ⅰ 要介護状態の軽減の見込みについて、医師又は医師と連携した看護師が施設入所時等

に評価するとともに、少なくとも六月に一回、評価を行い、その評価結果等を厚生労

働省に提出し排泄支援当たって当該情報等を活用した場合 

                １１円(２割負担の場合２１円、３割負担の場合３２円） 

 Ⅱ 施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、 

いずれにも悪化がない又は、おむつ使用ありから使用なしに改善した場合    

１６円（２割負担の場合３２円、３割負担の場合４７円） 

 Ⅲ 施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、 

   いずれにも悪化がない又はおむつ使用ありから使用なしに改善しておむつ使用ありか 

ら使用なしに改善した場合２１円（２割負担の場合４２円、３割負担の場合６３円） 

 

＊ 自立支援促進加算（1月につき） 

   入所者の尊厳の保持、自立支援・重度化防止の推進、廃用や寝たきりの防止等の観点 

  から、全ての入所者に対する医学的評価と、それに基づくリハビリテーションや日々 

の過ごし方等へのアセスメントを実施し日々の生活において適切なケアを実施するた 

めの計画を策定し、日々のケア等を行う取組を行った場合  

３１４円（２割負担の場合６２７円、３割負担の場合９４１円） 

 

＊ 栄養マネジメント強化加算（１日につき） 

現行の栄養士に加えて管理栄養士の配置を位置付けるとともに、基本サービス とし

て、状態に応じた栄養管理の計画的な実施を行った場合 

１２円（２割負担の場合２３円、３割負担の場合３５円） 

 

＊ 口腔衛生管理体制加算（１月につき） 

Ⅰ 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔衛生に係

る技術的助言及び指導を行っている場合９４円（２割負担の場合１８８円、３割負担

の場合２８２円）  

 Ⅱ Ⅰに加え口腔衛生等の管理に係る計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔衛

生等の管理の実施に当たって当該情報その他口腔衛生等の適切かつ有効な実施の為に

必要な情報を活用した場合 

１１５円（２割負担の場合２３０円、３割負担の場合３４５円） 

 



＊ 再入所時栄養連携加算 

   厚生労働大臣が定める特別食等が必要な入所者で、医療機関と連携し栄養ケア計画を 

   作成した場合 

   209円（２割負担の場合 418円、３割負担の場合６２７円） 

 

 

 

＊ かかりつけ医連携薬剤調整加算 

Ⅰ イ.入所後 1か月以内に、かかりつけ医に、状況に応じて処方の内容を変更する可能性

があることについて説明、同意を得て、退所時又は、退所後 1月以内にかかりつけ医

に情報提供を行っている場合  

１４７円（２割負担の場合２９３円、３割負担の場合４３９円）      

  ロ.入所前の主治医との連携なしの場合 

             ７４円（２割負担の場合１４７円、３割負担の場合,２２０円） 

 Ⅱ 入所者の服薬情報等を厚生労働省に提出し当該情報その他薬物療法の適切かつ有効な 

実施の為必要な情報を活用している場合  

２５１円（２割負担の場合５０２円、３割負担の場合７５３円） 

 Ⅲ 退所時において処方されている内服薬の種類が、入所時に比べ１種類以上減少してい 

る場合１０５円（２割負担の場合２０９円、３割負担の場合３１４円） 

 

◆ リハビリテーションに関わる体制を整えた場合、下記の料金が加算されます。 

 

＊ 短期集中リハビリテーション実施加算（１日につき） 

   退所直後または初めて要介護認定を受けた後に、早期に在宅での日常生活活動の 

   自立性を向上させるため、短期集中的にリハビリテーションを実施した場合 

       （Ⅰ）２７０円(２割負担の場合５４０円、３割負担の場合８０９円) 

       （Ⅱ）２０９円（２割負担の場合４１８円、３割負担の場合６２７円 

 

＊ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(１日につき 週３回を限度) 

認知症の利用者さまへ在宅復帰に向けた生活機能の回復を目的とした短期集中的な

個別リハビリテーションを実施した場合 

    （Ⅰ）２５１円(２割負担の場合５０２円、３割負担の場合７５３円) 

        (Ⅱ) １２６円（２割負担の場合２５１円、３割負担の場合３７７円） 

 

◆入退所時指導等を行った場合は、下記の料金が加算されます。 

 

＊ 入所前後訪問指導加算(入所期間中に１回を限度) 

   入所者さまが退所後生活する居宅を訪問し、施設サービス計画の策定及び診療の 

   方針を決定した場合 

        (Ⅰ)４７１円(２割負担の場合９４１円、３割負担の場合１,４１１円) 



        (Ⅱ)５０２円(２割負担の場合１,００４円、３割負担の場合１,５０５円) 

 

＊ 退所時情報提供加算（１回につき） 

 Ⅰ  利用者さまの居宅への退所後の主治医へ、文書をもって紹介を行った場合 

５２３円（２割負担の場合１，０４５円、３割負担の場合１，５６８円） 

 Ⅱ 利用者さまの医療機関への退所後主治医へ、文書をもって紹介を行った場合 

         ２６２円（２割負担の場合５２５円、３割負担の場合７８４円） 

＊ 入退所前連携加算（１回につき） 

 Ⅰ 入所予定日３０日以内又は入所後３０日以内に、入所者が退所後に利用を希望する居

宅介護支援事業者と連携し、入所者の同意を得て、退所後の居宅サービス等の利用方

針を定めた場合 

６２７円（２割負担の場合１,２５４円、３割負担の場合１,８８１円） 

     Ⅱ 居宅介護支援事業者へ、文書で入所者さまの情報を提供し、かつ、居宅介護支援事業 

者と連携して、退所後の居宅サービス利用に関する調整を行った場合 

              ４１８円（２割負担の場合８３６円、３割負担の場合１,２５４円） 

 

＊ 訪問看護指示加算（１回につき） 

   退所後訪問看護が必要と認められ、訪問看護ステーションへ指示書を交付した場合       

３１４円（２割負担の場合６２７円、３割負担の場合９４１円） 

 

＊ 生産性向上推進体制加算（１月につき） 

   利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策 を検

討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、改善活動を継続的に行っ

ている場合 

Ⅰ, １０５円（２割負担の場合２０９円、３割負担の場合３１４円） 

Ⅱ, １１円（２割負担の場合２１円、３割負担の場合３２円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２ 利用料 

 ① 食費                       朝食４２０円・昼食６２０円・夕食６２０円 

      ただし、食費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されて   

いる食費の負担限度額が１日にお支払いいただく食費の上限となります。 

 

 ② 居住費（療養室の利用費）／日              個 室           １，８８０円 

                             ２人・４人部屋     ５１０円 

       ただし、居住費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載され

ている居住費の負担限度額が１日にお支払いいただく居住費の上限となります。 

 ＊上記①「食費」及び②「居住費」において、国が定める負担限度額段階（第１段階から 

第３段階まで）の利用者の自己負担額については、《別添資料１》をご覧下さい。 

 

 ③ 利用者が選定する特別な室料／１日                個 室  ２，２００円 

                                 ２人部屋 １，１００円 

     個室、２人部屋のご利用を希望される場合にお支払いいただきます。なお、個室、   

２人部屋をご利用の場合、外泊時にも室料をいただくこととなります。 

 

④ 日用品費／１日                                                    １８０円 

    シャンプー、ボディーソープ、ペーパータオル、ティッシュペーパー、おしぼりの

費用であり、ご利用を希望される場合にお支払いいただきます。 

 

 ⑤ 教養娯楽費／１日                                                    １１０円 

     クラブ活動等で使用する、折り紙、画用紙、色鉛筆、絵の具、筆、塗料、色紙、針

金、糸、針、粘土等の費用であり、ご利用を希望される場合にお支払いいただきます。 

 

 ⑥ 電気代／１日                                     ３３円 

    テレビやラジオ等の家電品を施設に持ち込まれた場合にお支払いいただきます。 

 

 ⑦ 行事費                                        （その都度実費をいただきます） 

        小旅行や観劇等の費用や講師を招いて実施する料理教室等の費用で、参加された場   

合にお支払いいただきます。 

  ⑧ 理美容料                                         １，１００円～５，５００円 

    理美容をご利用の場合にお支払いいただきます。        

 

 ⑨ 私物の洗濯代                                    ３４円～２２０円 

    私物の洗濯を施設に依頼される場合にお支払いいただきます。 

 

 ⑩ レンタル料                                                   ３４円～５６円 

        施設で準備するタオル・バスタオル等を使用された場合にお支払いいただきます。 



 

 ⑪ 寝具等破損代                     ２３０円～５,０８０円 

        施設の枕カバー等の寝具類や体温計を破損された場合にお支払いいただきます。 

 

 ⑫ その他の費用                                    （その都度実費をいただきます） 

・利用者個人の選択によりおかし等を購入された場合 

・インフルエンザ予防接種等を希望された場合 

・外泊時にお持ち帰りいただいたおむつ類代 

   （ただし、外泊の初日と最終日に使用されたものは除きます） 

・尿バッグやストーマ用装具（袋）等を使用した場合 

・診断書等の文書を希望により発行した場合等にお支払いいただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

施設サービス 利用料金表(入所) 
     

基 本 料 金 

     ●保険給付の自己負担額 ／１日                   

① 個室の場合                ② ２人・４人部屋利用の場合 

     《１割負担》 《２割負担》 《３割負担》       《１割負担》  《２割負担》 《３割負担》 

要介護１ ８２４円 １,６４７円 ２,４７１円  要介護１ ９１１円 １,８２１円 ２,７３１円 

要介護２ ９０２円 １,８０４円 ２,７０６円 要介護２ ９９０円 １,９８０円 ２,９６９円 

要介護３ ９７０円 １,９４０円 ２,９１０円 要介護３ １,０６０円 ２,１２０円 ３,１７９円 

要介護４ １,０３０円 ２,０５９円 ３,０８８円 要介護４ １,１２１円 ２,２４１円 ３,３６１円 

要介護５ １,０８７円 ２,１７４円 ３,２６１円 要介護５ １,１７６円 ２,３５２円 ３,５２７円 

   ※被爆者健康手帳をお持ちの方は、自己負担額が公費負担されます。 

   ※所得によって、自己負担額が異なります。詳しくは裏面をご覧下さい。 

 

●保険給付対象外の費用 ／１日 

   ※所得によって、食費・居住費   

の負担額が異なります。詳しくは裏面

をご覧下さい。 

 

 

 

 
 

 

  室料   個  室       ２，２００円／日   洗濯代    エプロン       ３４円／枚      

             ２人部屋        １，１００円／日                タオル・靴下     ５６円／枚 

   電気代                            ３３円／日                バスタオル   １１０円／枚 

   行事費                              実費／回                パンツ・シャツ １１０円／枚 

   理美容料  調髪            ２，７５０円／回                ﾄﾚｰﾅｰ･ｽﾞﾎﾞﾝ    ２２０円／枚 

        丸刈り          ２，２００円／回              パジャマ上   ２２０円／枚 

             顔剃りのみ      １，１００円／回                パジャマ下   ２２０円／枚 

        パーマ      ５，５００円／回          セーター他    ２２０円／枚             

白髪染め        ５，５００円／回    レンタル料 小タオル       ２２円／枚 

           ｾｯﾄのみ（女性）   １，１００円／回            タオル      ３４円／枚 

             ｼｬﾝﾌﾟｰ+ｾｯﾄ（女性）１，６５０円／回             バスタオル    ５６円／枚 

             ｼｬﾝﾌﾟｰ+ｾｯﾄ（男性）１，１００円／回    寝具等      枕カバー    ２３０円／枚 

                                 破損代   枕       １，５７０円／枚 

                                                           包布      ２，２４０円／枚 

シーツ     １，６３０円／枚 

                                                            ﾃﾞﾆﾑｼｰﾂ     ２,９００円／枚 

                                                               敷布団    ５,０８０円／枚 

                                                              掛布団    ５,０８０円／枚 

                                                              電子体温計 ２，３８０円／本 

※消費税課税対象の室料・寝具等破損代などについては税込み価格を表示しています 

食   費  １，６６０円 

居 住 費（個室利用） 

（２人・４人部屋利用） 

 １，８８０円 

５１０円 

日 用 品 費    １８０円 

教養娯楽費    １１０円 

加 算 料 金   ●保険給付対象外の費用 



《別添資料１》 

「国が定める利用者負担限度額段階（第１～３段階）」 

に該当する利用者等の負担額 

○ 利用者負担は、所得などの状況から第１～第４段階に分けられ、国が定める第１～第３

段階の利用者には負担軽減策が設けられています。 

 

○ 利用者が「利用者負担」のどの段階に該当するかは市町村が決定します。第１～第３段

階の認定を受けるには、利用者ご本人（あるいは代理人の方）が、ご本人の住所地の市町

村に申請し、市町村より「介護保険負担限度額認定証」を受ける必要があります。この利

用者負担段階について介護老人保健施設が判断・決定することはできません。また、「認

定証」の提示がないと、いったん「第４段階」の利用料をお支払いいただくことになりま

す。（「認定証」発行後、過払い分が「償還払い」される場合があります） 

 

○ 利用者負担第１・第２・第３段階に該当する利用者とは、次のような方です。 

【利用者負担第１段階】 

   ａ．生活保護を受けておられる方 

   ｂ．所属する世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金を受けておられる方 

【利用者負担第２段階】 

   所属する世帯全員が市町村民税非課税で、かつ公的年金等収入金額（非課税年金を含

む）とその他の合計所得金額が 80万 9千円以下の方 

【利用者負担第３段階】 

① 所属する世帯全員が市町村民税非課税で、かつ公的年金等収入額（非課税年金を

含む）とその他の合計所得金額が 80万 9千円超 120万円以下の方 

   ② 所属する世帯全員が市町村民税非課税で、かつ公的年金等収入額（非課税年金を

含む）とその他の合計所得金額が 120万円超の方 

 

○ 利用者負担第４段階の利用者の方であっても高齢者二人暮らし世帯などで、お一人が施

設に入所しその利用料を負担すると、ご自宅で暮らす方の生活が困難になると市町村が認

めた方は、「利用者負担第３段階②」の利用料負担となります。 

 

○ その他詳細については、市町村窓口でおたずね下さい。 

負担額一覧表（１日当たりの利用料） 

 
食 費 利用する療養室のタイプ 

入所 短期入所 

 

個 室 ２人・４人部屋 

利用者負担 第１段階ａ 
３００円 

０円 
０円 

利用者負担 第１段階ｂ 
５５０円 

利用者負担 第２段階ｂ ３９０円 ６００円 

４３０円 利用者負担 第３段階① ６５０円 １，０００円 
１，３７０円 

利用者負担 第３段階② １，３６０円 １，３００円 

 



〈別紙３〉  

介護・診療情報の提供および個人情報の保護に関するお知らせ  

 

当施設は、利用者の皆様への説明と納得に基づくサービス提供（インフォームド・コン

セント）および個人情報の保護に積極的に取り組んでおります。  

 

介護・診療情報の提供  

◆ご自身の病状やケアについて質問や不安がおありになる場合は、遠慮なく、直接、医師、

看護師または支援相談員に質問し、説明を受けてください。この場合には、特別の手続

きは必要ありません。  

 

介護・診療情報の開示  

◆ご自身の介護･診療記録の閲覧や謄写をご希望の場合は、遠慮なく、医師または支援相談

員に開示をお申し出ください。開示・謄写に必要な実費をいただきますので、ご了承く

ださい。  

 

個人情報の内容訂正・利用停止  

◆個人情報とは、氏名、住所等の特定の個人を識別できる情報を言います。  

◆当施設が保有する個人情報（介護・診療記録等）が事実と異なるとお考えになる場合は、

内容の訂正・利用停止を求めることができます。職員にお申し出ください。調査の上、

対応いたします。  

 

個人情報の利用目的  

◆個人情報は以下の場合を除き、本来の利用目的の範囲を超えて利用いたしません。  

◆サービス提供のために利用する他、施設運営、教育・研修、行政命令の遵守、他の医療・

介護・福祉施設との連携等のために、個人情報を利用することがあります。また、外部

機関による施設評価、学会や出版物等で個人名が特定されないかたちで報告することが

あります。詳細は別紙に記載します。  

◆当施設は卒後医師臨床研修施設および介護職等の研修施設に指定されており、研修・養

成の目的で、研修医および介護・医療専門職等の学生等が、診療、看護、介護などに同

席する場合があります。  

 

ご希望の確認と変更  

◆入所予定の変更、介護給付・保険証等の確認等、緊急性を認めた内容について、利用者

さまご本人宛に連絡する場合があります。ただし、事前に受付までお申し出があった場

合は、ご本人以外には連絡いたしません。  

◆療養室における氏名の掲示を望まない場合には、お申し出ください。ただし、事故防止・

安全確保のためには、氏名の掲示が望ましいと考えます。  

◆電話あるいは面会者からの、部屋番号等の問い合わせへの回答を望まない場合には、お

申し出ください。  

◆一度出されたご希望を、いつでも変更することが可能です。お気軽にお申し出ください。  

 

相談窓口  

◆ご質問やご相談は、各部署責任者または以下の個人情報保護相談窓口をご利用ください。個

人情報保護相談窓口  医療法人ピーアイエー事務部（ナカムラ病院受付）  

 

                   平成１７年 ４月 １日 

 

                                               介護老人保健施設まいえ  施設長  


